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枚方ヤングバレーボールクラブ規約 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 このクラブは、枚方ヤングバレーボールクラブ（以下「クラブ」という）と称

する。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第２条 バレーボールが大好きな中学生が校区や学校部活動の枠にとらわれず、仲間作

りの一助やバレーボール技術の向上を目的とする。 

（事業） 

第３条 このクラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）バレーボール大会の実施 

 （２）合宿・遠征 

 （３）バレーボール技術の指導、普及に関わる事業 

 （４）バレーボールに関する情報収集及び提供 

 （５）その他目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

（会員資格） 

第４条 このクラブは、バレーボール愛好家で１９歳以下の女子を会員とする。 

（入会手続） 

第５条 このクラブへの入会を希望するものは、所定の手続きに従い、入会申込書を代

表に提出し、承認を得なければならない。 

（会費） 

第６条 会員はこの規約の附則に定める会費を納入しなければならない。 

（休会） 

第７条 やむをえない理由により、活動に参加できない場合はクラブを休会することが

できる。 

（会員資格の喪失） 

第８条 会員が次の各号のひとつに該当する場合は、その資格を喪失する。 

 （１）退会届の提出をした場合 

 （２）本人が死亡した場合 

 （３）除名された場合 
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（除名） 

第９条 このクラブのメンバーが次の事項に該当する場合は除名する。 

 （１）第４条の条件を満たさない時 

 （２）このクラブの名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為をした時 

（拠出金品の不返還） 

第１０条 会員がクラブに納入した会費およびその他の拠出金品はその理由を問わず、

これを返還しない。 

 

第４章 規約の変更ならびに解散 

（規約の変更） 

第１１条 この規約は代表及び保護者会の同意を得なければ変更することができない。 

（解散） 

第１２条 このクラブの解散は、代表及び保護者会の同意を得なければならない。 

（残余財産の処分） 

第１３条 このクラブの解散にともなう残余財産は、保護者会の同意を得、地方公共団

体またはこのクラブの目的に類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

 

第５章 事故の責任 

（事故の責任） 

第１４条 会員はクラブの活動に際しては、クラブの諸規定ならびに施設管理責任者及

び指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとし、クラブ及び指導

者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。 

（保険の加入） 

第１５条 会員は、スポーツ実施時の怪我等を補償される保険にできるだけ加入しなけ

ればならない。クラブは、その活動中の傷害等についてはその保険の対象範囲

でのみ対応するものとする。 

 

第６章 細則 

（細則） 

第１６条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な内規は、代表が定める。 

 

附則 

 

１ この規約は平成１８年４月１日から施行する。 

２ 第６条に定める登録料及び会費は、次に掲げる額とする。 

月謝・・・２，０００円  


